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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  ガスタービンシステム（１０）であって、前記ガスタービンシステム（１０）は、
  圧縮機セクション（１６）と、
  前記圧縮機セクション（１６）に流体連通連結される燃焼システム（１８）と、
  前記燃焼システム（１８）に流体連通連結されるタービンセクション（２０）と、を備
え、前記タービンセクション（２０）は、
    タービン部品の翼部（３９）であって、前記ガスタービンシステム（１０）の高温流
路に曝されるように位置づけられた面と、前記面に隣接する冷却対象領域（４０）を含む
翼部（３９）と、
    前記冷却対象領域（４０）内に形成される凹部であって、前記凹部が内側面（５３）
を含む、前記凹部と、
    前記内側面（５３）から突出する少なくとも１つの支持突起（４８）であって、前記
少なくとも１つの支持突起（４８）が自由端（４９）を含む、前記少なくとも１つの支持
突起（４８）と、
    前記冷却対象領域（４０）に接続され、かつ前記タービン部品の本体（３９）を構成
する蓋体（５４）であって、前記蓋体（５４）が、前記翼部（３９）の圧力側（４２）と
負圧側（４４）の一方のみに形成され、前記蓋体（５４）の内側面（５７）が、前記少な
くとも１つの支持突起（４８）の前記自由端（４９）に接続されて、前記タービンセクシ
ョン（２０）の半径方向に延びる少なくとも１つの冷却流路（７０）が前記冷却対象領域
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（４０）内に形成される、前記蓋体（５４）と、を含む、ガスタービンシステム（１０）
。
【請求項２】
  前記少なくとも１つの冷却流路（７０）に接続される冷却流体供給源を備える、請求項
１に記載のガスタービンシステム（１０）。
【請求項３】
  前記凹部が、
  後縁領域（４０）の先端（６２）から延在する前記内側面（５３）であって、前記内側
面（５３）が、前記後縁先端（６２）から或る距離だけ離間する位置まで延在する、前記
内側面（５３）と、
  前記後縁先端（６２）から或る距離だけ離間する前記位置に形成される肩部（５８）と
、
を含む、請求項１または２に記載のシステムガスタービンシステム（１０）。
【請求項４】
  前記少なくとも１つの支持突起（４８）は、前記内側面（５３）から、前記内側面（５
３）に略直交する方向に延在する、請求項１乃至３のいずれかに記載のガスタービンシス
テム（１０）。
【請求項５】
  前記少なくとも１つの支持突起（４８）は、前記内側面（５３）から突出する複数の支
持突起（５０）を含む、請求項１乃至４のいずれかに記載のガスタービンシステム（１０
）。
【請求項６】
  前記蓋体（５４）は、前記少なくとも１つの支持突起（４８）の前記自由端（４９）に
接続されるロウ材層（５４）を含む、請求項１乃至５のいずれかに記載のガスタービンシ
ステム（１０）。
【請求項７】
  前記被膜は、前記ロウ材層（５４）に接続される、請求項６に記載のガスタービンシス
テム（１０）。
【請求項８】
  前記ロウ材層（５４）に接続される接着性被膜と、前記接着性被膜に接続される耐熱性
被膜とを備える、請求項６に記載のガスタービンシステム（１０）。
【請求項９】
  請求項１乃至８のいずれかに記載のガスタービンシステム（１０）を設ける方法であっ
て、
　前記タービン部品の前記本体を形成するステップと、
　前記本体の後縁領域に含まれる犠牲領域（４６）を除去することにより、前記凹部及び
、前記内側面（５３）から突出する前記少なくとも１つの支持突起（４８）を形成するス
テップと、
　前記蓋体（５４）を前記少なくとも１つの支持突起（４８）に対して位置合わせするス
テップと、
　前記蓋体（５４）を前記少なくとも１つの支持突起（４８）に接着するステップと、
　を含む、方法。
【請求項１０】
　前記タービン部品の前記本体を鋳造成形するステップと、
　前記蓋体（５４）を前記少なくとも１つの支持突起（４８）に対して位置合わせするス
テップと、
　位置合わせされた前記蓋体（５４）を加熱して、前記少なくとも１つの支持突起（４８
）に接着するステップと、
　を含む、請求項９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は概して、ターボ機械に関し、特にガスタービン部品の内部構造の冷却を行う方
法及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　少なくとも幾つかの公知のガスタービンでは、高温燃焼ガスに曝される部品の内部構造
は、部品内に形成される流路を流れる冷却流体を使用して冷却される。ガスタービンの軸
に対して略半径方向に延出する静翼及び動翼のような部品では、冷却流路のうちの少なく
とも幾つかの冷却流路は、略半径方向に同じようにして延出している。少なくとも幾つか
の別の流路は、部品の外側面の少なくとも一部の下方で、かつ少なくとも一部に略平行に
延出している。冷却流体はこれらの流路に、部品に接続される冷却流体供給源から供給さ
れる。
【０００３】
　更に、複数の動翼段及び静翼段を含む少なくとも幾つかの公知のガスタービンでは、第
１段の静翼だけでなく第１段の動翼を構成する翼部の後縁領域は、ガスタービン内で受け
る中でも最も高い温度に曝され、それに対応する熱負荷を受ける。従って、設計者は翼部
の厚さを厚くし、十分大きい構造容積を設定して冷却流路を構造容積内に画定し易くしよ
うとする傾向がある。しかしながら、後縁厚さは、翼の空力特性に大きな影響を及ぼす要
素であるので、設計者には、翼部の厚さ、特に後縁領域における翼部の厚さを薄くすると
いう相容れないプレッシャーが掛かる。
【０００４】
　従って、翼の空力特性を、後縁厚さを薄くすることにより向上させるのと同時に、後縁
構造の冷却強化を容易に行えることが望ましい。
【発明の概要】
【０００５】
　１つの態様では、タービン部品用の冷却システムを設ける方法が提供される。前記方法
では、タービン部品本体を形成し、前記タービン部品本体は冷却対象領域を含む。前記方
法では更に、凹部を前記冷却対象領域内に形成し、前記凹部は内側面を含む。前記方法で
は更に、前記内側面から突出する少なくとも１つの支持突起を形成し、前記少なくとも１
つの支持突起は自由端を含む。前記方法では更に、前記タービン部品本体を構成する蓋体
を前記冷却対象領域に接続して、前記蓋体の内側面が、前記少なくとも１つの支持突起の
前記自由端に接続されて、少なくとも１つの冷却流路が前記冷却対象領域内に形成される
ようにする。
【０００６】
　別の態様では、タービン部品の冷却を行うシステムが提供される。前記システムは、冷
却対象領域を含むタービン部品本体を含む。前記システムは更に、前記冷却対象領域内に
形成される凹部を含み、前記凹部は内側面を含む。前記システムは更に、前記内側面から
突出する少なくとも１つの支持突起を含み、前記少なくとも１つの支持突起は自由端を含
む。前記システムは更に、前記冷却対象領域に接続され、かつ前記タービン部品本体を構
成する蓋体を含むことにより、前記蓋体の内側面が、前記少なくとも１つの支持突起の前
記自由端に接続されて、少なくとも１つの冷却流路が前記冷却対象領域内に形成されるよ
うになる。
【０００７】
　更に別の態様では、ガスタービンシステムが提供される。前記ガスタービンシステムは
、圧縮機セクションを含む。前記ガスタービンシステムは更に、前記圧縮機セクションに
流体連通連結される燃焼システムを含む。前記ガスタービンシステムは更に、前記燃焼シ
ステムに流体連通連結されるタービンセクションを含む。前記タービンセクションは、冷
却対象領域を含むタービン部品本体を含む。前記タービンセクションは更に、前記冷却対
象領域内に形成される凹部を含み、前記凹部は内側面を含む。前記タービンセクションは
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更に、前記内側面から突出する少なくとも１つの支持突起を含み、前記少なくとも１つの
支持突起は自由端を含む。前記タービンセクションは更に、前記冷却対象領域に接続され
る蓋体を含むことにより、前記蓋体の内側面が、前記少なくとも１つの支持突起の前記自
由端に接続されて、少なくとも１つの冷却流路が前記冷却対象領域内に形成されるように
なる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】ガスタービンエンジンの模式図であり、このガスタービンエンジンでは、例示的
な冷却方法及びシステムを使用することができる。
【図２】図１に示すガスタービンエンジンのタービン部分の拡大模式側断面図である。
【図３】後縁冷却システムを形成する例示的な方法の初期工程を示す拡大断面図である。
【図４】後縁冷却システムを形成する例示的な方法の中間工程を示す拡大断面図である。
【図５】後縁冷却システムを形成する例示的な方法が完了した後の翼部後縁を示す拡大断
面図である。
【図６】後縁冷却システムを形成する別の例示的な方法が完了した後の翼部後縁を示す拡
大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本明細書において使用されるように、「ａｘｉａｌ」及び「ａｘｉａｌｌｙ」という用
語は、ガスタービンエンジンの長手軸線に略平行に延びる方向及び向きを指す。更に、「
ｒａｄｉａｌ」及び「ｒａｄｉａｌｌｙ」という用語は、ガスタービンエンジンの長手軸
線と略直交して延びる方向及び向きを指す。更に、本明細書において使用されるように、
「ｃｉｒｃｕｍｆｅｒｅｎｔｉａｌ」及び「ｃｉｒｃｕｍｆｅｒｅｎｔｉａｌｌｙ」とい
う用語は、ガスタービンエンジンの長手軸線回りに円弧状に延びる方向及び向きを指す。
【００１０】
　図１は、例示的な後縁冷却システムを搭載することができるガスタービンシステム１０
を示している。本明細書において記載される後縁冷却システムは、ガスタービンについて
説明されている。他の例示的な実施形態では、本明細書において記載されるこれらの後縁
冷却システムは、熱保護及び熱放散が行われることが望ましい、例えばこれらには限定さ
れないが、蒸気タービン及び圧縮機のような他のシステムに搭載することができる。ガス
タービンシステム１０は、エンジン中心線１２回りに環状に配置される様子が図示されて
いる。ガスタービンシステム１０は、流動方向に直列に配列するようにして、圧縮機１６
、燃焼システム１８、及びタービン２０を含む。燃焼システム１８及びタービン２０は多
くの場合、ガスタービンシステム１０の高温セクションと表記される。ロータシャフト２
６は、タービン２０を圧縮機１６に回転可能に接続する。燃料を燃焼システム１８内で燃
焼させて高温ガス流２８を発生させ、例えばこの高温ガス流は、華氏約３０００～約３５
００度の範囲の温度となり得る。高温ガス流２８は、タービン２０内を案内されて、ガス
タービンシステム１０を駆動する。
【００１１】
　図２は図１のタービン２０を示している。タービン２０は、静翼３０及びタービン動翼
３２を含むことができる。翼部３４は静翼３０に対応して設けられる。静翼３０は、高温
ガス流２８に曝される前縁３６を有する。静翼３０は、空気を圧縮機１６の１つ以上の段
からシステム１０のケーシング３８を介して給送することにより冷却することができる。
【００１２】
　図３～図５は、翼部３４の後縁領域４０に使用される後縁冷却システム１００を示して
いる。例示的な実施形態では、空気は、後縁冷却システム１００内で使用される冷却流体
として使用される。空気が具体的に説明されているが、別の実施形態では、空気以外の流
体を使用して、燃焼ガスに曝される部品を冷却する。また、本明細書において使用される
「ｆｌｕｉｄ」という用語は、これらには限定されないが、ガス、蒸気、及び空気を含む
任意の流動媒体又は流動材料を含むことを理解されたい。少なくとも幾つかの公知のター
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ビン２０では、少なくとも１つの冷却流路２２が静翼３０内に形成される。冷却流路２２
は、システム１０のケーシング３８内に形成される冷媒供給流路２４に接続され、この冷
媒供給流路２４が今度は、冷却流体供給源２７に接続される。
【００１３】
　図３は、翼部３４の例示的な後縁領域４０の拡大断面図であり、後縁冷却システム１０
０を形成する例示的な方法の初期工程を示している。詳細には、図３は、翼部３４の長手
軸線Ｘに平行な方向に沿った位置で切断したときの断面図であり、軸線Ｘは、エンジン中
心線１２に対して略半径方向に延びている。軸線Ｙは、翼部３４の翼弦方向を表し、この
場合、「ｃｈｏｒｄ－ｗｉｓｅ（翼弦方向に延びている）」とは、前縁３６（図２に示す
）から後縁領域４０に至る方向を指す。軸線Ｚは、翼部３４の厚さ方向を定義する。更に
、図３は、翼部本体３９を示しており、この翼部本体３９のうちの後縁領域４０が冷却シ
ステム１００を搭載する位置となる。翼部本体３９は、負圧側４４及び圧力側４２を含む
。上記したように、例示的な実施形態では、翼部本体３９は、鋳造成形法により製造され
る。別の実施形態では、翼部本体３９は、例示的な冷却システム１００を本明細書に記載
の通りに機能させるために十分な任意の適切な製造方法を使用して製造される。翼部本体
３９は冷却流路２２を含む。例示的な実施形態では、流路２２は、支持突起又は支持ピン
２３により形成され、これらの支持突起又は支持ピン２３が今度は、翼部本体３９の鋳造
成形中に形成される。しかしながら、翼部本体３９の一体部品として一体的に形成される
ピン２３の作製は、公知の鋳造成形法の物理的寸法（又は空間的）制約があるために、翼
部本体３９の肉厚領域２５に限定される。同様の空間的制約は、加工法のような別の翼製
造方法に適用される。例示的な冷却システム１００は、このような空間的制約を解消して
、内部冷却流路を翼部本体３９の軸線Ｚに平行な方向に、翼部本体３９の最も薄い領域で
ある後縁領域４０内に設ける。
【００１４】
　鋳造成形後、翼部本体３９の後縁領域４０は犠牲領域４６（破線で図示される）を含む
。犠牲領域４６内の材料は、これらには限定されないが、切断砥石加工法及び／又は研磨
法、ＥＤＭ（ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ｄｉｓｃｈａｒｇｅ　ｍａｃｈｉｎｉｎｇ：放電加
工法）、ウォータジェット法、レーザ加工法を含む任意の適切な材料除去方法、及び／又
はシステム１００を本明細書に記載の通りに機能させることができる任意の他の材料除去
方法を使用して除去される。
【００１５】
　材料を犠牲領域４６から除去することにより、集合的にピンバンク部（ｐｉｎ－ｂａｎ
ｋ）５０と表記され、かつ凹部又はリップ部５２の内側面５３から突出する複数の個別支
持突起又は個別支持ピン４８を形成することができる。ピン４８は、後縁領域４０のリッ
プ部５２から外側に突出する。例示的な実施形態では、ピン４８は、リップ部５２と一体
的に形成される。例示的な実施形態では、ピン４８は、システム１００を本明細書に記載
の通りに機能させることができる任意の適切な断面形状、間隔、及び寸法を有する。８個
のピン４８が図３に図示されているが、別の実施形態では、８個よりも多い、又は少ない
ピン４８が使用される。ほぼ軸線Ｙに沿って１列に並んだ突出ピン４８が図３に図示され
ている。例示的な実施形態では、軸線Ｘに沿って複数列に並んで配置されるピン４８が設
けられる。幾つかの例示的な実施形態では、隣接する列に並んだピン４８が、互いに対し
て位置合わせされる。他の別の実施形態では、隣接する列に並んだピン４８が、互いに対
して位置合わせされない。例示的な実施形態では、ピン４８は、材料を犠牲領域４６から
除去した後に形成され、これにより、切り欠き部５５が後縁領域４０内に肩部５８及び先
端５６によって形成される。
【００１６】
　別の実施形態では、ピン４８は、翼部本体３９を形成する鋳造成形の初期において形成
される。更に詳細には、鋳造成形により形成される場合、後縁領域４０は、肩部５８及び
先端５６によって区切られる切り欠き部５５として最初に鋳造成形され、この場合、ピン
４８はその場で鋳造成形されて、内側面５３から離れる方向に突出するようになる。その
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際、ピン４８は内側面５３に、システム１００を本明細書に記載の通りに機能させること
ができる適切な任意のパターンに配置される。例示的な実施形態では、ピン４８が、材料
除去、鋳造成形、又は他の方法により形成されるかどうかに関係なく、各ピン４８は、自
由端４９を有するように形成される。
【００１７】
　図４は、図３に示す翼部後縁領域４０の拡大断面図であり、犠牲領域４６を除去した後
の後縁冷却システム１００を形成する例示的な方法の中間工程を示している。事前焼結プ
リフォーム（「ＰＳＰ」）ロウ材層（又は「ｃｏｖｅｒ（蓋体）」）５４を、任意の適切
な方法を使用して成形して、ピン４８に被せて嵌め込み、層５４をピン４８のほぼ全てを
覆って、かつピン４８に押圧して位置決めする（「ｊｕｘｔａｐｏｓｅｄ（近接配置する
）」）ときに、リップ部５２の先端５６、及び肩部５８に略位置合わせする。層５４を位
置決めした後、層５４の内側面５７（図４に示す）を、ピン４８のうちの１つ以上のピン
の自由端４９に実際に接触させる、又はピン４８のうちの１つ以上のピンの自由端４９か
ら微小距離だけ離間させる。例示的な実施形態では、層５４は、システム１００を本明細
書に記載の通りに機能させることができる任意の適切な材料により形成される。更に詳細
には、例示的な実施形態では、層５４は、少なくとも１種類の高融点金属粉末、及び少な
くとも１種類の低融点金属粉末の混合物として形成される。高融点粉末及び低融点粉末を
焼結結合させて層５４を形成する。層５４をピン４８の上に配置した後、翼部本体３９を
、任意の適切なプロセスを使用して加熱して、層５４を、システム１００を本明細書に記
載の通りに機能させるために十分な態様でピン４８及び肩部５８に接着させることができ
る。加熱前に、隙間６０が先端５６と層５４の先端６２との間に生じている。加熱後、隙
間６０はそのまま残り、先端５６と６２との間の後縁領域４０に沿って延在する排気開口
部として機能する。タービンが動作している状態では、冷却空気は流入口６１を介してピ
ンバンク部５０に流入する。
【００１８】
　図５は、後縁冷却システム１００を形成する例示的な方法が完了した後の図３に示す翼
部後縁領域４０の拡大断面図である。上記したように、例示的な実施形態では、翼部本体
３９を加熱すると、ＰＳＰロウ材層５４が隙間６０（図４に示す）を閉鎖して、リップ部
５２の先端５６に接続されるようになる。同様に、ＰＳＰロウ材層５４は、翼部本体３９
に肩部５８で接続される。熱接着性被覆（「ＴＢＣ」）層６４は、層５４の外側面６６に
、そしてリップ部５２の外側面６８に接続される。例示的な実施形態では、ＴＢＣ層６４
は、完成後の翼部３４が記載の通りに機能するために十分適切な任意の方法で形成される
。
【００１９】
　ピン４８によって複数の隙間７０が形成され、これらの隙間７０は、隣接する列に並ん
だピン４８（図示せず）の同様の隙間と一体となって、翼部３４を貫通する複数の流路７
２を形成する。例示的な実施形態では、流路７２は冷媒供給流路２４に接続されて、冷却
流体を翼部３４の後縁領域４０に供給する。
【００２０】
　図３～図５に示す例示的な実施形態はピンバンク部５０を含み、このピンバンク部５０
は、翼部本体３９の圧力側４２の後縁領域４０に配置される。ピンバンク部５０をリップ
部５２に配置する他に、圧力側４２に位置する犠牲領域３５の位置、及び／又は負圧側４
４（図３～図４に示す）に位置する犠牲領域３７の位置のような他の位置を使用すること
ができる。材料を犠牲領域３５から、本明細書において記載されるこれらの方法のうちの
いずれかの方法を使用して除去することにより、ピン４１の突出先の凹部を形成すること
ができる。同様に、材料を犠牲領域３７から除去することにより、ピン４３を形成するこ
とができる。材料除去後、ＰＳＰロウ材層８２をピン４１に押圧して被せ、そして本明細
書に記載のように、例えば加熱することによりピン４１に固定する。同様に、ＰＳＰロウ
材層８７をピン４３に押圧して被せることができ、そして本明細書に記載のように、例え
ば加熱することによりピン４３に固定することができる。その後、層８２及び／又は８７
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は、例えばＴＢＣ層６４（図５に示す）で被覆することができる。空気流がピン４１及び
／又は４３の間を流れるようにするために、翼部本体３９に冷却空気流入口４７及び５９
、及び排気流出口４５及び５１を形成する。流出口４５及び／又は５１から排出される空
気は、翼部本体３９を更に冷却するための冷却空気フィルムを形成する。
【００２１】
　図６は、後縁冷却システムを形成する別の例示的な方法が完了した後の翼部後縁領域８
０を含む翼部７４を示す拡大断面図である。個々のピン４１（図３～図５に示す）を形成
するのではなく、材料を後縁領域８０から除去することにより、リップ部７９を形成する
。多孔質金属発泡材料層８８をリップ部７９に塗布する。ＰＳＰロウ材層８４を多孔質金
属発泡体層８８に塗布して、層８８がリップ部７９から突出し、層８４を支持するように
する。翼部７４を本明細書に記載の通りに加熱して、ロウ材層８４が、多孔質金属発泡体
層８８に固定されるようにし、更に、多孔質金属発泡体層８８がリップ部７９に固定され
るようにする。多孔質金属発泡体層８８は、加熱後も多孔質状態を保持する。別の実施形
態では、多孔質金属発泡体は、領域７５の位置のような他の位置のピンの代わりに使用さ
れる。材料を領域７５から、本明細書に記載されるこれらの材料除去方法のうちのいずれ
かの材料除去方法を使用して除去した後、多孔質金属発泡体層７７を挿入し、ＰＳＰロウ
材層７８で被覆する。
【００２２】
　タービンが動作している状態では、内部冷却空気プレナム８１からの冷却空気は、流入
口８３を介して多孔質金属発泡体層８８に流れ込み、リップ部７９とロウ材層８４との間
に形成される排気領域８６からの排出冷却空気８５を形成する。同様に、プレナム８１か
らの冷却空気は、流入口７６を介して多孔質金属発泡体層７７に流れ込み、出口開口部８
９を介して多孔質金属発泡体層７７から排出される。
【００２３】
　本明細書に記載される発明は、タービン後縁構造の冷却を行う公知のシステム及び方法
よりも優れた幾つかの利点を提供する。詳細には、本明細書に記載されるこれらのシステ
ムによって、冷却流路を翼部の後縁領域内に、特に翼部の実際の後縁の近傍、又は後縁に
位置する翼部の比較的薄い領域内に容易に形成することができる。更に、本明細書に記載
されるこれらのシステムによって冷却流路を、鋳造成形のような冷却流路を形成する他の
方法に従って忠実に成形することができない翼部の領域に容易に形成することができる。
詳細には、本明細書に記載されるこれらのシステムは、内部冷却流路を翼部の後縁領域内
に設ける際の空間的制約を解決する。更に、本明細書に記載されるこれらのシステムによ
ってピンバンク部を容易に形成することができることにより、これらのピンを、これらの
冷却流路を本明細書に記載の通りに機能させることができるために適する任意の所望のパ
ターン、サイズ、形状、及び／又は間隔となるように配置することができる。
【００２４】
　タービン部品の冷却を行う方法及びシステムの例示的な実施形態について上に詳細に説
明してきた。方法及びシステムは、本明細書に記載されるこれらの特定の実施形態に限定
されるのではなく、システムの構成要素、及び／又はこれらの方法の工程は、本明細書に
記載される他の構成要素及び／又は工程とは独立して、かつ個別に利用することができる
。例えば、方法は、他のタービン部品と組み合わせて使用することもでき、本明細書に記
載されるガスタービン静翼に対してのみ実施される構成に限定されない。限定されるので
はなく、例示的な実施形態は、多くの他のガスタービン用途に関連して実施し、かつ利用
することができる。
【００２５】
　本発明の種々の実施形態の特定の特徴が、他の図面ではなく幾つかの図面に図示されて
いる可能性があるが、これは便宜上に過ぎない。本発明の原理によれば、１つの図面の任
意の特徴は、任意の他の図面の任意の特徴と組み合わせて参照し、かつ／又は特許請求す
ることができる。
【００２６】



(8) JP 6431737 B2 2018.11.28

10

20

30

40

50

　記載の本説明では、例を使用して、最良の形態を含む本発明を開示し、更に、当分野の
当業者であれば、本発明を実施して、どのようなデバイス又はシステムでも作製し、使用
することができ、そして組み込まれる全ての方法を実行することができるようにしている
。本発明の特許可能な範囲は、特許請求の範囲により規定され、当分野の当業者であれば
想到し得る他の例を含むことができる。このような他の例は、これらの例が、これらの請
求項の文言とは異ならない構造的要素を有する場合に、又はこれらの例が、これらの請求
項の文言とはわずかな差しかない等価な構造的要素を有する場合に、これらの特許請求の
範囲に包含されるべきである。
【００２７】
　本発明を、種々の特定の実施形態に関連して説明してきたが、当分野の当業者であれば
、本発明は、請求項の思想及び範囲に含まれる変形を行って実施することができることを
理解できるであろう。
【符号の説明】
【００２８】
１０　ガスタービンシステム
１２　エンジン中心線
１６　圧縮機、圧縮機セクション
１８　燃焼システム
２０　タービン、タービンセクション
２２　流路、冷却流路
２３　支持突起又は支持ピン
２４　冷媒供給流路
２５　肉厚領域
２６　ロータシャフト
２７　冷却流体供給源
２８　高温ガス流
３０　静翼
３２　タービン動翼
３４、７４　翼部
３５、３７、４６　犠牲領域
３６　前縁
３８　ケーシング
３９　翼部本体
４０、８０　後縁領域、翼部後縁領域、冷却対象領域
４１　ピン
４２　圧力側
４３　ピン
４４　負圧側
４５、５１　流出口、排出流出口
４７　冷却空気流入口
４８　ピン、支持突起又は支持ピン
４９　自由端
５０　ピンバンク部
５２、７９　リップ部
５３　内側面
５４、８２　層、ＰＳＰロウ材層
５５　切り欠き部
５６、６２　先端
５７　内側面
５８　肩部
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５９　空気流入口、冷却空気流入口
６０　隙間
６１　流入口
６４　層、熱接着性被覆（ＴＢＣ）層
６６、６８　外側面
７０　隙間、冷却流路
７２　流路
７５　領域
７６、８３　流入口
７７、８８　多孔質金属発泡体層
７８　ＰＳＰロウ材層
８１　プレナム、内部冷却空気プレナム
８４　ロウ材層、層、ＰＳＰロウ材層
８５　排出冷却空気
８６　排気領域
８７　ＰＳＰロウ材層
８９　出口開口部
１００　システム、後縁冷却システム、冷却システム
Ｘ、Ｙ、Ｚ　軸線

【図１】 【図２】
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